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令和５年横審第９号 

裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  補  佐  人  １人 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  補  佐  人  ２人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年７月１２日０７時２０分半僅か前 

 名古屋港第１区 
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２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ        貨物船Ｂ 

  総 ト ン 数 ５,７３０トン      ４９９トン 

  全   長 １１４.９７メートル   ７４.７１メートル 

  機関の種類 推進用電動機      ディーゼル機関 

   出   力 ２,８００キロワット   ７３５キロワット 

３ 事実の経過 

 Ａは、平成２２年７月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、発電用

ディーゼル機関３機、推進用電動機２機及び二重反転プロペラ１軸で

構成する電気推進装置を備え、船橋の操舵室前部中央に舵輪、その左

舷側にレーダー及びドップラーログ、同右舷側にレーダー及び電子海

図情報表示装置をそれぞれ装備し、ａ受審人ほか１１人が乗り組み、

セメント約５,０００トンを載せ、船首５.４メートル船尾６.７メー

トルの喫水をもって、令和４年７月１０日１８時２０分大分県津久見

港を発し、名古屋港第１区に向かった。 

 ところで、名古屋港は、伊勢湾北部に位置し、第１区ないし第６区

の６港区に分かれ、同港北部には、南北方向に延びる長さ約４,７００

メートル、北側出入口の幅約１８０メートルの北航路が設定されてい

た。 

 また、Ａの操縦性能は、海上公試運転成績書によれば、船首   

２.８２メートル船尾４.２０メートルの喫水のとき、前後進試験にお

いて、前進速力１６.５ノット（対地速力、以下同じ。）の状態で後

進発令から船体停止までに要した時間及び同航走距離が２分２４秒及

び６１０メートル、左旋回試験で、速力１５.４ノットの状態から舵

角３５度とした際の最大縦距が３１３.２６メートル、最大横距が 

２８６.８８メートルで、９０度回頭に要する時間が５８.２秒であり、
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右旋回試験で、速力１５.２ノットの状態から舵角３５度とした際の

最大縦距が２９９.９７メートル、最大横距が２７４.７６メートルで、

９０度回頭に要する時間が５６.７秒であった。 

 ａ受審人は、翌々１２日０６時００分昇橋して操船の指揮を執り、

２台のレーダーをノースアップ表示で１.５海里及び０.７５海里の各

レンジとしてそれぞれ作動させ、名古屋港に入航して進路を表示する

信号及び国際信号旗の数字旗１をマストに掲げ、三等航海士を機関操

作に、甲板員を操舵に就けて同港を北上し、０７時０５分半僅か過ぎ

名古屋港の北航路に入航し、０７時１３分僅か前名港中央大橋橋梁灯

（Ｒ５灯）（以下「Ｒ５灯」という。）から２３７度（真方位、以下

同じ。）７００メートルの地点で、針路を０１６度に定め、１２.２

ノットの速力で、手動操舵によって進行した。 

 ａ受審人は、０７時１３分半Ｒ５灯から２５０度５８０メートルの

地点に至って反航船が接近したことから減速を始め、０７時１５分半

僅か過ぎ右舷前方１.１海里のところにＢを目視で認めてＶＨＦ無線

電話（以下「ＶＨＦ」という。）で呼び出し、右舷対右舷での航過を

提案し、了承を得て続航した。 

 ０７時１７分僅か前ａ受審人は、Ｒ５灯から３４５度８９０メート

ルの地点に達したとき、Ｂが右舷船首１４度１,４６０メートルのと

ころとなり、その後同船が自船の進路を避けないまま衝突のおそれが

ある態勢で接近する状況を認めたが、ＶＨＦの交信で双方の意思を確

認しているので、互いに右舷を対して無難に航過できるものと思い、

Ｂに対して警告信号を行わず、間近に接近しても、速やかに行きあし

を止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 

 ａ受審人は、名古屋港北航路第１０号灯浮標（以下「１０号灯浮標」

という。）との距離を確保するため、０７時１９分僅か過ぎＲ５灯か
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ら３５５度１,３６０メートルの地点に至って左回頭を始めたところ、

Ｂが右回頭を始めたことを認め、機関を後進にかけて汽笛を吹鳴した

ものの、及ばず、０７時２０分半僅か前Ｒ５灯から３５６度    

１,６５０メートルの地点において、Ａは、船首が３３６度を向き、

４.９ノットの速力となったとき、その船首がＢの左舷船首部に、後

方から５４度の角度で衝突した。 

 当時、天候は曇りで風力２の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期

にあたり、視界は良好であった。 

 また、Ｂは、平成２０年６月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、

船橋の操舵室前部中央に舵輪、その左舷側にＧＰＳプロッター及びレ

ーダー２台、同右舷側に電子海図システムをそれぞれ装備し、ｂ受審

人ほか３人が乗り組み、スチールコイル約１,５００トンを載せ、船

首３.６メートル船尾４.７メートルの喫水をもって、令和４年７月 

１２日０７時１０分名古屋港第１区の錨地を発し、同港第３区に向か

った。 

 ところで、Ｂの操縦性能は、海上公試運転成績書によれば、船首 

２.００５メートル船尾３.２１０メートルの喫水のとき、前後進試験

において、前進速力１１.２０ノットの状態で後進発令から船体停止

までに要した時間が１分４０.２０秒、左及び右各旋回試験で、前進

速力１１.２０ノットの状態から舵角３５度とした際の左及び右９０

度回頭に要する各時間が４６.７６秒及び５４.０５秒であった。 

 ｂ受審人は、ＶＨＦで名古屋港海上交通センターに抜錨を始める旨

の連絡を行った際、港則法上の小型船及び汽艇等以外の船舶に該当す

るＡが北航路を北上している旨の情報提供を受けたのち、進路を表示

する信号を掲げ、ノースアップ表示の３海里レンジとし、前方５海里

まで表示するオフセンターに設定したレーダーで同船の映像を認め、
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揚錨作業を終えて昇橋した二等航海士を見張りに就け、増速しながら

北航路の北口に向けて南下し、０７時１５分半僅か過ぎ左舷前方  

１.１海里のところにＡを目視で認め、同船からＶＨＦで呼び出され、

右舷対右舷での航過の提案を了承したのち、０７時１７分少し前Ｒ５

灯から０１４度１.２海里の地点で、針路を２３０度に定め、７.９ノ

ットの速力で、手動操舵によって進行した。 

 ０７時１７分僅か前ｂ受審人は、Ｒ５灯から０１３度１.２海里の

地点に達したとき、Ａが左舷船首２０度１,４６０メートルのところ

となり、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況を認め

たが、ＶＨＦの交信で双方の意思を確認しているので、いずれＡが北

航路の西側に寄って航過距離を確保するものと思い、停船してＡの北

航路出航を待つなど、Ａの進路を避けないまま続航した。 

 ｂ受審人は、０７時１９分僅か過ぎＲ５灯から００３度１,８１０メ

ートルの地点に至って減速を始め、０７時１９分半少し前Ｒ５灯から

００２度１,７６０メートルの地点に至り、Ａが右回頭を始めたよう

に見えたので、右舵をとったところ、Ａが左回頭していることに気付

いて機関を後進にかけたものの、及ばず、Ｂは、船首が２８２度を向

き、２.９ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。 

 衝突の結果、Ａは球状船首に凹損等を、Ｂは球状船首に破口等をそ

れぞれ生じた。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法上の船舶交通が著しく混雑する特定港である名古屋港

第１区において、北上中のＡと南下中のＢとが衝突したものであり、適

用航法について検討する。 

 港則法第１８条第２項に、「総トン数が５００トンを超えない範囲内
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において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以

外のもの（以下「小型船」という。）は、国土交通省令で定める船舶交

通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶

の進路を避けなければならない。」と、また、同条第３項に、「小型船

及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通

省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならな

い。」と、そして、同法施行規則第８条の４に「法第１８条第３項の国

土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗１とする。」とそ

れぞれ規定されている。 

 事実の経過で示したとおり、衝突地点が名古屋港北航路の航路外で、

本件時、両船は互いに視野の内にあり、Ａが小型船及び汽艇等以外の船

舶であることを示す国際信号旗数字旗１をマストに掲げていて、ＡがＢ

を小型船、ＢがＡを小型船及び汽艇等以外の船舶にそれぞれ該当すると

容易に識別できたと認められることから、本件は、港則法第１８条第２

項によって律するのが相当である。 

 

 （主張に対する判断） 

 Ｂ側補佐人は、ＶＨＦの交信で互いに右舷対右舷で航過することを打

ち合わせた合意は、海上衝突予防法第９条第１項に反して違法であり、

Ａ及びＢ両船が互いに接近した段階で、衝突のおそれがなく、Ａが左回

頭したことが衝突の原因である旨を主張するので、検討する。 

 港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ること

を目的としており、同法第１８条では小型船及び汽艇等の避航義務につ

いて、他の航法規定のように条件がなく、常に進路を避けなければなら

ない旨を定めていて、見合い関係による航法選択の判断の余地を与えな

い規制であり、その立法趣旨から、打ち合わせた合意が違法行為に該当
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するとしても、小型船に該当するＢが、小型船及び汽艇等以外の船舶に

該当するＡの進路を避けるべき注意義務を免除されるものではない。 

 Ａは、総トン数が５００トン未満ではないことから、港則法施行規則

第２９条の２第３項に定められた北航路の右側端航行義務がなく、衝突

前に同船が右回頭を始めた事実が認められず、Ａが左回頭を始めたのち

にＢが右回頭を始めていて、Ｂ船長が、Ａが右回頭を始めたと思ってＢ

を右回頭させなければ、前示の合意のとおり、互いに右舷を対して無難

に航過することができた状況であり、ａ受審人が、ｂ受審人に対して危

険な航過を提案し、承諾させたとは言えないことから、Ｂ側補佐人の主

張を採用することはできない。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、名古屋港第１区において、両船が互いに接近した際、小

型船に該当するＢが、小型船及び汽艇等以外の船舶に該当するＡの進路

を避けなかったことによって発生したが、Ａが、警告信号を行わず、衝

突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、名古屋港第１区において、同港第３区に向かって南下中、

小型船及び汽艇等以外の船舶に該当するＡが衝突のおそれがある態勢で

接近する状況を認めた場合、停船して同船の北航路出航を待つなど、Ａ

の進路を避けるべき注意義務があった。ところが、同人は、ＶＨＦの交

信で双方の意思を確認しているので、いずれ同船が北航路の西側に寄っ

て航過距離を確保するものと思い、Ａの進路を避けなかった職務上の過

失により、同船との衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさ

せるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を
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１か月停止する。 

 ａ受審人は、名古屋港第１区において、北航路を北上中、小型船に該

当するＢが自船の進路を避けないまま衝突のおそれがある態勢で接近す

る状況を認めた場合、速やかに行きあしを止めるなど、衝突を避けるた

めの協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、ＶＨＦ

の交信で双方の意思を確認しているので、互いに右舷を対して無難に航

過できるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務

上の過失により、同船との衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を

生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年９月１４日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  米  倉     毅 

 

             審 判 官  大  北  直  明 

 

            審 判 官  丸  田     稔 

 

 


